
第

二

千

百

十

号

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

八
二
五
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

八
二
五

○
岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

八
二
七

告

示

○
大
垣
市
と
瑞
穂
市
と
の
境
界
変
更
に
伴
う
人
口

(

市

町

村

課)

八
二
七

○
都
市
計
画
の
変
更

(
都
市
政
策
課)

八
二
七

○
岐
阜
県
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
及
び
承
認
に
関
す
る
告
示
の
一

部
改
正

(

出
納
管
理
課)

八
二
八

訓

令

甲

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)
八
二
八

○
岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)
八
二
八

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

八
二
九

○
平
成
二
十
二
年
歯
科
技
工
士
国
家
試
験
の
実
施

(

医
療
整
備
課)

八
二
九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

恵
那
農
林
事
務
所)

八
三
〇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

飛�
農
林
事
務
所)

八
三
一

規

則

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
九
十
一
号

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第

百
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
一
号
の
表
中｢

リ
サ
イ
ク
ル
認
定
製
品
認
定
審
査
委
員
会
委
員｣

を｢

リ
サ
イ
ク
ル
認
定
製

産
業
廃
棄
物
処
理
施

品
認
定
審
査
委
員
会
委
員

設
等
意
見
調
整
委
員
会
委
員｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
九
十
二
号
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日



二
十
四
の
二

岐

阜
県
産
業
廃
棄

物
処
理
施
設
の

設
置
に
係
る
手

続
の
適
正
化
等

に
関
す
る
条
例

(

平
成
二
十
一

年
岐
阜
県
条
例

第
二
十
号
。
以

下
こ
の
項
中

｢

条
例｣

と
い

う
。)

の
施
行

に
関
す
る
事
務

１

条
例
第
七
条
第
一
項(

条
例
第
二
十
六
条
第
六
項(

条
例
第
二
十
七

条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
お
い

て
変
更
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
書

を
受
け
る
こ
と
。

２

条
例
第
八
条
第
一
項(

条
例
第
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り

事
業
計
画
書
の
写
し
を
関
係
市
町
村
長
に
送
付
す
る
こ
と
並
び
に
関
係

法
令
の
規
定
の
適
用
の
有
無
及
び
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の

見
地
か
ら
特
に
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
聴
く
こ
と
。

３

条
例
第
八
条
第
二
項(

条
例
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等

の
設
置
等
の
場
所
及
び
そ
の
周
辺
の
現
況
が
事
業
計
画
書
の
内
容
と
相

違
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

４

条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
の
変
更
の
届
出
を
受

け
る
こ
と
。

５

条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
の
廃
止
の
届
出
を
受

け
る
こ
と
。

６

条
例
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
市
町
村
長
に
通
知
す
る
こ

と
。

７

条
例
第
十
一
条
第
一
項(

条
例
第
九
条
第
四
項
に
お
い
て
変
更
し
て

適
用
す
る
場
合
、
条
例
第
二
十
二
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

場
合
及
び
条
例
第
二
十
六
条
第
六
項(

条
例
第
二
十
七
条
第
三
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
お
い
て
変
更
し
て
適

用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
周
知
計
画
書
を
受
け
る
こ
と
。

８

条
例
第
十
二
条
第
一
項(

条
例
第
十
三
条
第
二
項(

条
例
第
二
十
二

条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

及
び
第
二
十
二

条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り

周
知
計
画
書
の
写
し
を
関
係
市
町
村
長
に
送
付
す
る
こ
と
及
び
そ
の
内

容
に
つ
い
て
意
見
を
聴
く
こ
と
。

９

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
周
知
計
画
の
変
更
の
届
出
を

受
け
る
こ
と
。

10

条
例
第
十
七
条(

条
例
第
二
十
二
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
説
明
会
に
職
員
を
立
ち
会
わ
せ
る

こ
と
。

11

条
例
第
十
八
条(

条
例
第
二
十
二
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
実
施
状
況
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

12

条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査
を
行
う

方
法
に
つ
い
て
の
意
見
書
を
受
け
る
こ
と
。

13

条
例
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
取
り
ま
と
め
、
事

業
者
に
送
付
す
る
こ
と
及
び
意
見
書
の
写
し
を
関
係
市
町
村
長
に
送
付

す
る
こ
と
。

14

条
例
第
二
十
条
第
二
項(

条
例
第
二
十
六
条
第
六
項(

条
例
第
二
十

七
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
お

い
て
変
更
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
検
討
結
果

の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

15

条
例
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
検
討
結
果
の
写
し
を
関
係
市

町
村
長
に
送
付
す
る
こ
と
。

16

条
例
第
二
十
一
条
第
一
項(

条
例
第
二
十
六
条
第
六
項(

条
例
第
二

十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に

お
い
て
変
更
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
生
活
環

境
影
響
調
査
結
果
書
を
受
け
る
こ
と
。

17

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項(

条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
に
つ

い
て
の
意
見
書
を
受
け
る
こ
と
。

18

条
例
第
二
十
三
条
第
三
項(

条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
取
り
ま
と
め
、
事

業
者
に
送
付
す
る
こ
と
及
び
意
見
書
の
写
し
を
関
係
市
町
村
長
に
送
付

す
る
こ
と
。

19

条
例
第
二
十
四
条
第
一
項(

条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
及
び
条
例
第
二
十
六
条
第
六
項(

条
例
第
二

十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に

お
い
て
変
更
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
見
解
書

を
受
け
る
こ
と
。

20

条
例
第
二
十
四
条
第
二
項(

条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
見
解
書
の
写
し
を
関
係
市
町

村
長
に
送
付
す
る
こ
と
。

21

条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
見
解
の
周
知
を
終
了
し
た

旨
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

22

条
例
第
二
十
六
条
第
二
項(

条
例
第
二
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
事
業
者
、
関
係

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
三
振
興
局
長
及
び
振
興
局
に
置
か
れ
る
事
務
所
の
長
の
部
二
十
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。
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岐
阜
県
産
業

廃
棄
物
処
理

施
設
等
意
見

調
整
委
員
会

岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
係
る
手
続
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条

例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
号)

の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属

さ
せ
ら
れ
た
事
項
に
関
す
る
事
務

住
民
又
は
関
係
市
町
村
長
に
対
し
提
出
さ
れ
た
資
料
又
は
意
見
書
の
提

出
を
求
め
る
こ
と
。

23

条
例
第
二
十
七
条
第
一
項(

条
例
第
二
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
異
議
の
申
立
て

を
受
け
る
こ
と
。

24

条
例
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
調
整
の
申
出
を
受

け
る
こ
と
。

25

条
例
第
二
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
調
整
へ
の
参
加
の

申
出
を
受
け
る
こ
と
。

26

条
例
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
保
全
協
定
の
写
し
を

受
け
る
こ
と
。

27

条
例
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
関
係
市
町
村
長
そ
の
他
の
者
に
照
会

す
る
こ
と
又
は
協
力
を
求
め
る
こ
と
。

告

示

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
九
十
三
号

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
十
条
の
表
廃
棄
物
対
策
課
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
六
百
九
十
九
号

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
一
日
に
効
力
を
生
じ
た
大
垣
市
と
瑞
穂
市
と
の
境
界
変
更
に
伴
う
地
方
自

治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
大
垣

市
及
び
瑞
穂
市
の
人
口
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

大
垣
市
及
び
瑞
穂
市
の
人
口

大
垣
市

一
六
二
、
〇
七
八
人

瑞
穂
市

五
〇
、
〇
〇
一
人

岐
阜
県
告
示
第
七
百
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

大
垣
都
市
計
画
公
園

６
・
５
・
１
号

浅
中
公
園

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
大
垣
市
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課
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九

岐
阜
県
産

業
廃
棄
物
処

理
施
設
の
設

置
に
係
る
手

続
の
適
正
化

１

条
例
第
二
十
六
条
第
一
項(

条
例

第
二
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
合
意
の
形
成
の
判
断(

事
案
の
内

容
が
特
に
重
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

１

部
長
専
決

事
項
を
除
く

条
例
の
施
行

に
関
す
る
事

務

三
十
の
二

岐
阜
県
産

業
廃
棄
物
処
理
施
設

の
設
置
に
係
る
手
続

等
に
関
す
る

条
例(

平
成

二
十
一
年
条

例
第
二
十
号
。

以
下
こ
の
項

中｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

る
と
き
に
限
る
。)

２

条
例
第
二
十
六
条
第
三
項(

条
例

第
二
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
諮
問

３

条
例
第
二
十
八
条
第
五
項
の
産
業

廃
棄
物
処
理
施
設
等
意
見
調
整
委
員

会
へ
の
付
託

４

条
例
第
三
十
一
条
第
二
項
の
委
員

の
任
命

５

条
例
第
三
十
八
条
第
一
項
の
勧
告

６

条
例
第
三
十
八
条
第
二
項
の
公
表

７

条
例
第
三
十
八
条
第
三
項
の
弁
明

の
機
会
の
付
与

８

条
例
第
三
十
九
条
の
指
導
及
び
助

言

１

条
例
の
施
行
に
関
す

る
事
務

岐
阜
県
告
示
第
七
百
一
号

岐
阜
県
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
及
び
承
認
に
関
す
る
告
示(

平
成
十
五
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百

六
十
八
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一
中｢

中
津
川
市｣

を
削
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
十
一
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
三
廃
棄
物
対
策
課
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
十
二
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
振
興
局
及
び
振
興
局
に
置
か
れ
る
事
務
所
の
表
三
十
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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の
適
正
化
等
に
関
す

る
条
例(

平
成
二
一

年
条
例
第
二
〇
号)

の
施
行
事
務

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人The

W
ood

Road

三

代

表

者

の

氏

名

多
田

直
人

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
美
園
町
二
丁
目
一
五
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
文
化
交
流
を
通
じ
て
木
の
文
化
を
持
続
的
に
発

展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
人
類
の
相
互
理
解
及
び
地
球
環
境
の
保

全
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
平
成
二
十
二
年
歯
科
技
工
士
国
家
試
験
の
実
施

歯
科
技
工
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

昭
和
五
十
七
年
法
律
第
一
号)

附
則
第
二
条
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
二
十
二
年
歯
科
技
工
士
国
家
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
の
で
、
歯
科
技
工
士
法
施

行
規
則(

昭
和
三
十
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号)

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

試
験
期
日

１

学
説
試
験

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日(

月)

午
前
九
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

２

実
地
試
験

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
三
日(

火)

午
前
九
時
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

二

試
験
場
所

岐
阜
市
野
一
色
四
丁
目
一
一
番
二
号

岐
阜
県
立
衛
生
専
門
学
校

三

試
験
科
目

１

学
説
試
験

歯
科
理
工
学

歯
の
解
剖
学

顎が
く

口
腔く
う

機
能
学

有
床
義
歯
技
工
学

歯
冠
修
復
技
工
学

矯
正
歯
科
技
工
学

小
児
歯
科
技
工
学

関
係
法
規

２

実
地
試
験

歯
科
技
工
実
技

四

受
験
資
格

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者

１

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
歯
科
技
工
士
学
校
を
卒
業
し
た
者(

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。)

２

厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
し
た
歯
科
技
工
士
養
成
所
を
卒
業
し
た
者(

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。)

３

歯
科
医
師
国
家
試
験
又
は
歯
科
医
師
国
家
試
験
予
備
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

４

外
国
の
歯
科
技
工
士
学
校
若
し
く
は
歯
科
技
工
士
養
成
所
を
卒
業
し
、
又
は
外
国
で
歯
科
技
工

士
の
免
許
を
受
け
た
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
が
前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技

能
を
有
す
る
と
認
め
た
も
の

五

受
験
手
続

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

１

受
験
資
格
を
証
明
す
る
書
類
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一�
四
の
１
又
は
２
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
卒
業
証
明
書
又
は
卒
業
見
込
証
明
書(

卒

業
見
込
証
明
書
を
提
出
し
た
者
は
平
成
二
十
二
年
三
月
八
日(

月)

ま
で
に
卒
業
証
明
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。)

二�
四
の
３
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
歯
科
医
師
国
家
試
験
又
は
歯
科
医
師
国
家
試
験
予

備
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三�
四
の
４
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
外
国
の
歯
科
技
工
士
学
校
若
し
く
は
歯
科
技
工
士

養
成
所
を
卒
業
し
、
又
は
外
国
で
歯
科
技
工
士
の
免
許
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

２

写
真(

出
願
前
六
か
月
以
内
に
脱
帽
で
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に(

シ
ギ)

の
記
号
、
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し

た
も
の)

六

受
験
手
数
料

１

受
験
手
数
料
は
、
三
万
六
千
円
と
し
、
受
験
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
岐
阜
県
収
入
証
紙
を
受

験
願
書
に
は
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
場
合
、
収
入
証
紙
は
消
印
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

２

受
験
に
関
す
る
書
類
を
受
理
し
た
後
は
、
受
験
手
数
料
は
返
還
し
ま
せ
ん
。

七

受
験
に
関
す
る
書
類
の
提
出
期
間
及
び
提
出
場
所

平
成
二
十
二
年
一
月
四
日(

月)

か
ら
同
月
十
三
日(

水)
ま
で(

県
の
機
関
の
休
日
を
除
く
。)

の
間
に
〒
五
〇
〇
―
八
五
七
〇
岐
阜
市
薮
田
南
二
―
一
―
一
岐
阜
県
健
康
福
祉
部
医
療
整
備
課
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
同
年
一
月
十
三
日(
水)

ま
で
の
消
印
の
あ

る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。

八

合
格
発
表

試
験
の
合
格
者
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日(

火)

午
前
十
時
に
、
岐
阜
県
庁
前
の
掲
示

板
に
受
験
番
号
を
掲
示
し
発
表
す
る
と
と
も
に
、
本
人
あ
て
合
格
証
書
を
交
付
し
ま
す
。

九

試
験
結
果
の
提
供

平
成
二
十
二
年
歯
科
技
工
士
国
家
試
験
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
試
験
の
結
果
を
受
験
者
に
提

供
し
ま
す
。

１

提
供
す
る
試
験
結
果

平
成
二
十
二
年
歯
科
技
工
士
国
家
試
験
の
学
説
試
験
科
目
別
得
点

２

提
供
期
間

合
格
発
表
の
日
か
ら
一
か
月
間

３

提
供
す
る
場
所

個
人
情
報
総
合
窓
口(

県
庁
二
階
。
電
話
〇
五
八
―
二
七
二
―
一
一
一
一

内
線
二
一
一
九)

４

提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
書
類

試
験
結
果
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
は
、
本
人
確
認
の
で
き
る
次
の
書
類
等
が
必
要
で
す
。

一�
受
験
票

二�
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
そ
の
他
受
験
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認

で
き
る
書
類
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
つ

十

そ
の
他

１

受
験
願
書
は
、
岐
阜
県
健
康
福
祉
部
医
療
整
備
課
で
交
付
し
ま
す
。

な
お
、
郵
送
を
希
望
す
る
者
は
、
あ
て
先
を
明
記
し
、
百
二
十
円
分
の
返
信
用
切
手
を
は
っ
た

角
二
号
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

２

こ
の
試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
岐
阜
県
健
康
福
祉
部
医
療
整
備
課(

電
話
〇
五
八
―
二
七

二
―
一
一
一
一

内
線
二
五
三
四)

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

中
津
川
市

西
部
土
地

改
良
区

平
成
��･��･��
理
事

大

前

基

造

中
津
川
市
千
旦
林
一
五
九
九
番
地
の
二
一

同

小
木
曽

仁

志

同

駒
場

一
五
三
四
番
地

同

井

戸

俊

作

同

千
旦
林

一
五
四
〇
番
地
の
一

同

市

川

琢

磨

同

五
三
六
番
地

同

川

口

一

美

中
津
川
市
柳
町

一
番
七
号

同

竹

腰

明

同

駒
場

一
六
五
三
番
地
の
四
五

同

山

口

正

樹

同

千
旦
林
一
七
〇
九
番
地
の
二
九
三
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日

面

用

水

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

平
成
二
一
・
一
二
・
二
五

認

可

年

月

日

同

桃

井

清
一
郎

同

駒
場

一
四
四
番
地

同

古

野

守

男

同

一
六
六
六
番
地
の
二

同

奥

村

春

吉

同

一
六
六
六
番
地
の
六
九
九

同�
木

康

男

同

一
五
八
五
番
地
の
二

同

鈴

木

利

春

中
津
川
市
茄
子
川

三
〇
四
番
地

同

長

屋

敏

夫

同

千
旦
林
一
五
九
六
番
地
の
二
四

同

原

東

洋

同

駒
場
一
六
六
六
番
地
の
二
三
九

同

山

田�
平

同

千
旦
林

一
一
七
七
番
地
の
五

同

深

津

惠

吾

同

一
六
〇
二
番
地
の
三

同

近

藤

良

三

同

一
五
三
八
番
地
の
一

監
事

鈴

木

眞

人

中
津
川
市
駒
場

一
六
一
三
番
地
の
三
〇

同

鈴

木

明

同

千
旦
林
一
三
四
六
番
地
の
二
四

同

岩

島

卓

郎

同

柳
町

六
番
三
〇
号

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

中
津
川
市

西
部
土
地

改
良
区

平
成
��･��･��
理
事�
村

幸

資

中
津
川
市
駒
場

九
五
番
地

同

曽

我

修

同

四
九
二
番
地
の
二

同�
木

康

男

同

一
五
八
五
番
地
の
二

監
事

岩

島

卓

郎

中
津
川
市
柳
町

六
番
三
〇
号

理
事

大

山

光

由

同

駒
場

一
六
三
〇
番
地
の
三

監
事

鈴

木

弘

同

一
五
五
七
番
地
の
一
三

理
事

石

田

茂

同

一
五
三
五
番
地

同

金

子

正

純

同

一
六
六
二
番
地

同

熊

谷

宏

同

一
六
六
六
番
地
の
三
七
七
五

同

鈴

木

茂

同

一
六
六
六
番
地
の
二
二
四
八

同

市

川

進

中
津
川
市
千
旦
林

二
八
四
番
地

同

向

井

元

省

同

一
〇
七
四
番
地
の
二

同

林

健

三

同

一
五
四
三
番
地
の
一
一

同

多

賀

高

幸

同

一
五
八
五
番
地
の
四
八

同

日
下
部

武

彦

同

一
五
九
六
番
地
の
九
一

同

深

津

惠

吾

同

一
六
〇
二
番
地
の
三

同

井

戸

俊

作

同

一
五
四
〇
番
地
の
一

同

鈴

木�
同

二
二
三
九
番
地
の
二

同

鈴

木

利

春

中
津
川
市
茄
子
川

三
〇
四
番
地

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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